
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  年末調整における改正点                  

Ｑ：今年の年末調整ですが、昨年と変わっ

ているところがありますか？                                

                                              

Ａ：次の点が変わっています。 

【解説】 

今年の年末調整で昨年と違う点は、次のと

おりです。 

 ①所得税の最高税率の引上げ 

  所得税の最高税率が平成25年度の税制改正

によって、次のように変更になっています。 

  【改正前】 

課税所得金額が1,800万円超→40% 

  【改正後】 

   課税所得金額が4,000万円超→45% 

  この改正によって、源泉徴収税額表等が改

正されています。 

 ②住宅借入金等特別控除の適用期限の延長 

  住宅借入金等特別控除の適用期限が、平成

29年12月31日から平成31年６月30日まで１

年６月延長されています。同様に、次の適

用期限も１年６月延長されています。 

  ・特定の増改築等に係る住宅借入金等を有

する場合の所得税額の特別控除の控除額に

係る特例 

  ・既存住宅の耐震改修をした場合の所得税

額の特別控除 

  ・既存住宅に係る特定の改修工事をした場

合の所得税額の特別控除 

  ・認定住宅の新築等をした場合の所得税額

の特別控除 

  ・東日本大震災の被災者等に係る住宅借入

金等を有する場合の所得税額の特別控除 
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